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は  じ  め  に 

 

 

 本計画段階環境配慮書は、「愛知県環境影響評価条例」（平成 10 年愛知県条例第 47 号）

に基づき、本事業計画の立案段階において、環境の保全のために配慮すべき事項の検討を

行い、その結果をとりまとめた計画段階環境配慮書の案についての環境の保全の見地から

の意見を踏まえて、とりまとめたものである。 
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1．本書に掲載した地図（1万分の1地形図以外）は、国土地理院長の承認を得て、

同院発行の数値地図200,000（地図画像）及び数値地図25,000（地図画像）を

複製したものである。（承認番号 平26情複、第406号） 

  なお、第三者が本書に掲載する地図（1万分の1地形図以外）を更に複製す

る場合には、国土地理院長の承認を得る必要がある。 

 

2．本書に掲載した図表の出典名称の記載は、以下表記方法に基づき記載した。 

 ・“出典）「◎◎」（△△）”…出典資料から、全く加工せずに、表示した場合 

 ・“「◎◎」（△△）より作成”…出典資料を元にして、色付け、記号付け等の

加工を行い、表示した場合 
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